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はじめに  

I GATT仮加入  

丑 カナダの対日政策の変遷  

おわりに  

日本のGATT加入は、独力で達成できたものではなく、  また障害なく実現できたものではない。イギリスを  

はじめ多くの国が日本のGATT加入、対日MFN供与を反対する中で、アメリカの一一貫した日本支持が、決定的  

であり不可欠であった。しかし、アメリか一国の支持のみで実現したわけではない。日本のGATT加入間頗で  

重要な点のひとつは、各国の対日否定的・消極的態度の改善にあった0加入には締約国の3分の2の賛成が必  

要であり、浮動票の確保が重要である0中でも注目されていたのは英連邦諸国のひとつであり、かつ、アメリ  

カの戦後の国際経済秩序構築に関するイニシアティブを支持していたカナダであった。貿易依存度の高いカナ  

ダは当初、対日否定的な見解を示していたが、日加間交渉の進展とともに日本を支持するに至る。本稿が焦点  

を当てているのは、このカナダの姿勢が変化する過程である。カナダは締れ動く国際環境のもと、自国の利益  

を見据えた上で日本のGATT加入を支持、  そして対日MFN供卑をしたのであった。  

卒業生の皆さんへ   

ご卒業、おめでとうございます0数年前、皆さんの2回生、3回生の頃を思い浮かべても、あらためて、過ぎ  

ゆく時の速さを感じます。何だか、私ひとりが速さの遣う時計とともに生きているような気がしますが・・・（笑   

今年も機関誌が無事発行できました0書上げた後の感想はどんなものだったでしょう？？これからしばらくは、  

今までとは全く違う環境で戸惑うことも多いかとは思いますが、きっと、これまで以上の充実感に恵まれるもの  

と確倍しています。   

藤嶋くん、長い付き合いでした。入ゼミしたての頃のあどけなさ！？がとても懐かしいこの頃です。今は‥・   

酒井さん、きびしいツッコミをありがとう。酒井さん溌の、メールを駆使したディベート準備が印象的でした。   

サムナン、ゼミやインゼミ準備などなど、あなたの向学心にはとても刺激を受けました。今後もよろしく。   

清水くん、年が近い？せいか、安心して昔話が出来ました。インゼミ準備も凄い時間だったね。   

イヌイラ、お酒の席でのご活躍！は、いっまでも心に残るでしょう。   

藤中（とも）くん、あなたがしてくれたゼミ説明会と当日！のことは、きっと語り草になるでしょう‥‥・   

顔中（ヤス）くん、院生の出番がないくらい充実したゼミ長ぶりでしたね。これからも純なままでいて下さい。   

舟橋さん、2回生の時のインゼミ勉強会＠研究室は楽しかったです○栄養ドリンクのすさまじさを知りました。   

米崎くん、インゼミ準備でいろいろ試行錯誤していた姿や、パイクで合宿に来る神出鬼没ぶりが印象的でした。  

個性豊かなみなさんとの出会いは、自分にとってかけがえのない大きな財産です。毎年の育英ですが、みなさ  

んそれぞれの「しあわせ」をこの京都の地から祈願しております○来年度は青竹会が開催されるでしょう。その  

時でも、それ以外の機会でも、みなさんとお会いできる日を楽しみにしています。   

【本文解説？】   

簡単に言うと昔話です。ただ、岩本先生の『ケインズと世界経済』にもありますように、歴史的コンテクスト  

の申に「何かJを見出せられればそれでいいと思っています○コンテクストを無視し、過去の話をそのまま現在  

に当てはめることは無謀です。だから流行の政策志向も提言もありません。あえて特徴を言うとしたら、公開さ  

れた行政（外交）文書を使う、ということくらいです○それらを利用することで、これまで言われていなかった  

何かが明らかになるのではないか、という点が隠れたテーマですが、それは隠れたままかもしれません。  
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はじめに  

1952年7月、日本政府はGA17畔印渕IA押Ⅶlt珊  

丁鵬飽鮮血侮k）1への加入を申請した。GATT加入は日本  

にとって国際社会復帰の一環であり、加入を通じて各締約  

国からの最恵国待遇（M肝N，Mo成F肝血Na扇00T血）  

取得と差別待遇の撤廃が期待できたからである。Mm取得  

と差別待遇の撤廃は、二国間協定によるものと、多国間協  

定（例えばGATT）を通じる手段があるが、日本は両者を  

併用しながら各国との通商関係を構築していく。   

戦後の日本の通商関係構築に関するこれまでの研究では、  

日本の繊維製品等の輸出競争力が英国をはじめ各国の懸念  

材料となり、日本のGATr加入やMm取得の障害となっ  

た点や、米国、GATT事務局が日本のGATT加入に果たし  

た役割が指摘されてきた2。本稿の目的はこれらの先行研究  

を踏まえ、英米以外のアクターを対象にすることで、日本  

のGATT加入を捉える視野を拡張することにある。具体的  

には、カナダの対日方針の変遷に焦点をあてる。カナダは、  

英連邦諸国の中でも有力な国のひとつであり、かつ汀0・  

GATT審議当初から米国の自由貿易体制構築に関するイニ  

シアティブを支持していた点から、53年の日本のGÅTT  

仮加入決議においてその動向が注目されていた。   

カナダは東西冷戦下にあって、安全保障面からも経済面  

からも基本的には日本のGATT加入に好意的であったと指  

摘されが。しかし49年の時点でカナダは、対日強硬的姿  

勢を示していた他の白人系英連邦諸国と同様、日本の  

G描加入、対日Mm供与に否定的だった。そのカナダ  

が、日加交渉を通じ日本を支持し、米国に次いで戦後新規  

に日本と二国間通商協定を締結することで、対日MⅢ供  

与に至る。この時提示された条件が、カナダの国内産業保  

護と対日輸出増につながるものであった。本稿ではこの点  

を明示しながら、日本のGÅTT仮加入の経緯とカナダの対  

日方針の変番を検討することで先行研究の補足を試みる。  

事．弘†T仮加入   

く1） GATTにおける日本岬第5回線食まで   

Gmでは、関税交渉と協定の運営を協議する締約国団  

会議（繚会）4が区別される。総会はGATrの最高意思決  

定会議であり、定例繚会と特別総会がある。総会と総会の  

間は全期間委員会（h触S＄加dC珊l血抽光）が開かれ、また  

特定議題の当事国やそれに関心を有する国の代表からなる  

作業部会（WαkhgP叫）で問題の検討や草案作成などが行  

われる。それ以外にも各種の外交折衝があり、公式的決定  

が左右されることもある。   

日本のGATr加入に関しては、第1同総会函8年）から  

第5回総会持0年）まで、具体的に大きな進展はない。例  

えば、汀0憲章（ハバナ寮費）の審議と並行して行われた  

第1回総会において、GHq経済科学局外国賓易裸のピッケ  

ル（pi血1k，F．E．）が日本の利益を代表して出席しト米国  

代表とともに関税引下げの際にはその税率を日本にも適  

用するよう要請したが、承認されなかった。日本は被占領  

国であり、かつ国内の関税率も未整備だったことも要因で  

あった。   

GATTという多国間協議の場では対日MFNが供与され  

ないため、米国は二国間協定の拡張を通じて対日MFNの  

適用を図る。つまり米国は各国に射し、各国と米国との間  

でそれぞれ締結した二国間通商協定を通じて、日本が占領  

されている期間内で、かつ日本が各国にM『Nを与えるこ  

とを条件に、各国が日本に対し 

った5。   

日本政府はGATT加入を希望はしていたが、外務省内部  

には、関税交渉が一国の重要外交案件であり、国内産業政  

策一般にも重大な影響を及ぼすものであってその効果も恒  

久的であるから、GHqを当事者とすることは避けたいとい  

う見解もあった6。  

（2）1951年の転機と加入申諦   

GÅTT第5回総会（50年9月）まで実質的に進展しなか  

った日本のGATr加入は、講和条約が調印され、関税率（関  

税定率法）改正が実現した51年に転機を迎える。   

講和条約は、第7条7、第12射が通商関係であり、それ  

に基づき戦前の協定復活・新規締結は各国の判断に委ねら  

れた。そこで講和後の日本が、関税面において不利な待遇  

C印mllNO払mS）は大文字で記される。  
5外務省国際線済席計一課「日本のGÅ汀への加入と最恵国待遇運  

用に関する資料」1∬1年7月7日（『関税及び貿易に関する一般協  

定関係一件』外務省外交史料館、第10回公開、E’仰10－l・8200、以  

下断りのない限りリール番号の開始頁）。  
8同時に、占領下にあっても協定締結権が与えられた西ドイツの事  
例が参考にされていた。大田事務官（政務局経済課）「わが国の「関  
税貿易一般協動（0Å汀）加入に関する準備態勢についての司令  

部経済局との折衝振り関する報軌1950年I1月9日  

（E、0010－10040）。  

7各連合国は、自国と日本との戦前の二国間条約の継続または復活  
を希望するかを、講和条約の発効後一年以内に通告する。必要な修  
正を受けるだけで続いて有効とされ復活される。通脅されなかった  
条約は、廃棄されたものとみなされる。  
8日本が各連合国と貿易、海運および他の通商関係構築のための交  
渉を開始する用意があることを貫首する旨規私  

lr国際貿易機関（m，hk打払d（伽1伽血中騨nぬぬl）J成立まで  
の暫定協定であった。  

2杉本鉄二「ガット加盟と第三五条問題」萩原徹監修『日本外交史』  

第卸巻、鹿島研究所出版会、1972年、赤根谷連堆『日本のガット  
加入問題』東京大学出版会、1992年。  
1馳止hn如侮伽鋤由〆Cα耽払・1桓相加珊ぬ励助辞，  
J952－］983，UniⅥ椚ityorBriLishColul－bia恥s，19乳KlausH・  

軸beれ楠」帥加舶管躍和∬加地押ごCm赦椚1桓摺肋吼  

J∂恥J搾プ，M由誼¢触s，19B3，脚113・20，下血St8椚府，伽α払伽  

G47丁α扉血血お〝JdぬJ7〟乃也お均げおm，tkh虚血鹿肋R田助nぬ皿  

M¢恥1i巧細10l．馬劇中也「日本・カナダ関係の展軌『国際間層』  
203号、】977年。  

4締約国（C鵬ぬ血噛馳噂）と区別して締約国団会耗（侮  
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を受けないようにするためには、通商航海条約又はこれに  

順ずる協定を各国と締結して、Mmを取得する必要があっ  

た。その際協議の対象となり得る日本の関税率（関税定率  

法）は、51年5月、低関税率主義および適度の保護関税率  

主義に基いて全面的に改正整備され、原料品とくに重要輸  

出品の原料は無税または低税とし、半製品、完成品の順に  

税率が高いという原則（血仔既al壷珊）にそって設定され、  

GATT加入のための制度的整備がなされた。   

同年9月の許和条約調印によって占領も終了することと  

なり、日本は開会中のGATT第6珂総会にオブザーバーの  

派遣を申請する。従来は手続上の問題として処理されてい  

たが、日本のオブザーバー派遣申請に対しては英国やフラ  

ンス、豪等が難色を示し、加入を前提としないという条件  

で承認された。第6回総会ではほかに「簡易関税交渉手続」  

（以下、「簡易手続」）が承認され、日本のGATr加入の  

道が開かれた。   

「簡易手続」は米国の提案であり、主として日本の加入  

を容易とするために提案されたと言われるタ。従来とは異な  

り、新規加入希望国と各締約国との個別の関税交渉が可能  

となる点で簡素化された。「簡易楓に基づくと加入希  

望国は交渉希望相手国を明記の上、関税交渉の開催を  

GAT一事務局に要請する。事務局は全締約国にその旨を通  

知し、各締約国には自国の見解が求められる。そして3カ  

国以上の締約国が反対を表明した場合、協議は次回の総会  

まで延期される。日本は52年7月、「簡易手続」に基づき  

加入を申請するが、英国、豪、ニュージーランド等3国以  

上の反対があり、10月の第7回総会まで審萬が鷹期される  

ことになった。   

この時自国の立場を表明しなかった国のひとつがカナダ  

であるが、その方針はカナダの複雑な立場を物語る。カナ  

ダは日本ゐGATr加入審憩延期を望む一方、カナダが日本  

にとってGATT加入の障育となるような印象を与えたくな  

かった。そこで、他の3カ国以上が反対し日本の加入審議  

が延期されるようであれば、カナダはその後の日加間交渉  

も考え態度を表明せず、3カ国に満たなければ反対すると  

決定するIO。日本の対加印象に配慮したのは、日加通商交  

渉が開始されつつあったからであるtl。   

その後鱒会では英国の引延し要求、米国の大統領選、通  

商法延長問題もあって、l、日本が国際社会で正当な地位を  

占めるべきである、2、日本の加入条件や時期については会  

期間委員会での審議を要する、ということが採択されるに  

とどまった。この第7回総会でのカナダの方針は、日加交  

渉もはじまりつつあったこともあり、締約国の多数が日本  

とGATrの下に貿易関係をもつことに関心があるならば、  

カナダは日本が総会に招待され日本の加入について交渉さ  

れるのを反対しないというものだった12。ただし、】、米国  

議会内に保護貿易的な見解が強く、通商法延長の見込みが  

不透明であり、米国は関硬変捗を通じて日本を積極的に支  

持できない。このような時に、カナダが日本のGATT加入  

の先鞭をつけることになるのが望ましいのか、しかし、2、  

日本に対してカナダが消極的となったような印象を与える  

のはよくない、という見解の間に締れていた13。   

53年2月の全期間委員会では、口本のGÅTT加入の条件  

並びに、関税交渉の時期を出来る限り早く総会の特別会期  

において決定するよう勧告されたが、米国の互恵通商法の  

効力延長問題とも関連し開催されず、その後某月の会期間  

委員会において次回総会で満額となることが決定される。  

この期閣内のカナダと英国の対応を比較すると、日本の加  

入に先立つ関税交渉を望む点では共通するが、セーフガー  

ドに関しては既存のGAT一節け粂に基づく行使が可能と  

いう想定の上、現行の条約の最小限の修正で日本の加入を  

支援する点で、輸出市場保誰のための新たなセーフガード  

を要求した英国と異なる14。   

カナダは日本の加入を挺子に米国の関税率引下げを望ん  

ではいたが、GÅTrの無差別原則を弱めたくなかったので  

ある。   

そして日本のGATT仮加入が決定された第溝回総会を迎  

える。日本は「簡易手続」に基づいて加入申請をしていた  

が、米国の互恵通商協定法座長の問題もあって正式加入の  

ための関税交渉開催は不可能となり、仮加入というそれま  

でにはない形でGATTに加入することとなった。  

（3）GATT仮加入事績   

GATr仮加入とは、G＾TT第33条による正式加入方式に  

よらず、暫定的にGATrに参加することである。正式加入  

には各締約国との関税交渉が必要だが、米国の事情や英国  

をはじめ各国の反対もあって関税交渉が行われないまま、  

日本に対し現行のGATr税率適用を認める国とのみ、日本  

はGATT関係に入ることになった（仮加入）。仮加入方式  

は、その後、スイス、カンボジアやイスラエル等の加入に  

も応用される。正式加入との違いは、具体的に発言権、MFN、  

義務にみられる。  

l王M血血昭l触nA血唱触ーぬけOr馳te触E血打旧IAぬirsto  
Cabin鴎坤血ぬⅠ6，け52，Ⅲ訳，Ⅶl・ほ，195ヱ，押．糾0胡．  

－ユ呵O一触鹿伽E裏即血A取払toPm融Dd甲blo  
E叩肌0魚00げ仏eUnitdNatio脂，0¢l血r21，1952，nコ研，Ⅵ）l．略  
195ヱ，pP．65ユー54．  

川Ex鵬d駄mCab鵬dC00ClllSi00S，血uaけ30，1953，aコ訳，Ⅶ】．19，  
1953，脚甜5髄．セーフガードとは特定産品の輸入が増大し、国内盤  

産着に重大な損害を与えるか又はそのおそれがある場合、その産品  

について輸入制限を課することができる規定。  

，加入手続については大蔵省税関部調査統計課『国際貿易協定詳  

解』大蔵財務協会、1952年。  
10B如¢t餌nC8伽C邪Iusions，Au耶沌14，Ⅰ952，伽αふ卯掬仰  
肋知和d属官肋仰，Ⅶ1．柑，195ユ，脚糾4－45．  

I152年4月、日本側から交渉を申入れ、同年7月カナダは交渉開  

始の用意を表明し、52年‖月日本側が原案を提示するn  
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いう見解であった18。M州は供与しないがGÅTT仮加入に  

は賛成するというフランスの対晦は、他国との関係からも  

注目されていた。  

（4）仮加入決雑とカナダの羞要性   

GATr仮加入には全締約国の3分の2（霊力国）の賛成  

が必要であり、その成否は不透明であった。諌決前の動向  

は、 

リカ、南口ーデシア、チェコスロバキア、フランスの7カ  

国であり、賛成見込みの国は、米国、西独、北欧4国、イ  

ンド、パキスタン、インドネシア、セイロン、トルコ、ギ  

リシア、ニカラグア、ビルマの14国と限られ、それ以外の  

西欧並びに中南米諸国の動向が成否の鍵を握っていた。   

それら諸国の日本支持にはカナダの動向が注目された。  

その理由は、第lにm・GATr審諌当初から米国のイニ  

シアティブを支援し、貿易自由化を推進していた点、第2  

に白人系英連邦諸国の結束を崩すという点、第3に為替管  

理のための輸入制限をしていない貿易大国であり、かつ世  

界第2位の債権国という側面であったl㌔   

カナダが日本の仮加入に反対すれば、対日強硬的な英国  

の立場が有利となり、その欧州、南米への波及が懸念され  

たのに対し、カナダの賛成によって英国の影響力が減り米  

国の支持集めが容易となることが期待できた。このカナダ  

の重要性を認識していたのは、少なくとも日本、GATT事  

務局（事務局長）、米国代表部、そしてカナダ自身であっ  

た卸。さらに日本のGATT仮加入決議は、日本の経済的利  

益の確保と同時に英米間の威信をかけた政治問題となって  

おり、英米間摩擦に揺れるカナダの支持の獲得は、日本の  

GATT仮加入以上の意味もあった21。   

日本は各国から様々な要求が提示され困難な状況に直面  

した。カナダからは為替管理の自由化の要求があった一方、  

ベルギー（ベルギー簡コンゴの輸入数量制限）、ビ／レア（コ  

メの長期買付契約）、キューバ（砂糖の長期買付契約）等  

からはGATTと矛盾する要求が出され、またインドネシア  

の場合は、賠償問題の存在がそれまでの同国の「決軌に  

まず発言権は、総会等の会議に参加し発音できる権利で  

ある。G椚丁第が条、第32条の規定でいう投票権はなか  

ったが、通常は投票によらず各国の意見表明が重視される  

ため、発言権に関しては仮加入でも問題ないとされ、それ  

が国際社会復帰の一環とも考えられていた15。第2にMFN  

については、日本とのGATT関係を認める締約国に限って  

Mm、無差別原則が保証されるという限定されたものであ  

った。なおGATT税率が設定されていない品目で、かつ日  

本が関心を有するものについては、その後の関税交渉が必  

要となる。第3に、日本の義務については日本の関税項目  

930のうち8甜を据置（輸入額全体の＄割以上）、新規の  

貿易障壁設置が禁止される。つまり、仮加入に伴い日本側  

が関税率を新規に引下げる義務はなかった。   

日本がGATTに仮加入し、各締約国から最恵国待遇を取  

得するには2つの手続きが必要であった。「GATr締約国  

団がその第＄回会期において1953年10月23日に採択した  

決定J（以下、「決定j）が成立することで、日本はGAIT  

の諸活動への参加が可能となり（発言権確保）、また、締  

約国各国が「GATrのある締約国と日本国との通商関係の  

規則に関する宣言」（以下、「宣言j）を受諾することで、  

当該国と日本との間にGATT関係（N『N、無差別待遇取得）  

が生じるl㌔ 日本がMmを得られるのは、後者の「宣言」 1  

を受諾した締約国に限られる。   

2つの投薬手続を通じる仮加入方式が採用された理由は、  

第1に、米国の互恵通商酪定法延長法が、大規模な関税交  

渉は行わないとの条件で一一年延長されたため、ある国（日  

本）の加入に必要なはずの関税交渉ができなかったことで  

あるlT。日本がGAT一に正式加入する隙間催されるべき関  

税交渉に、最大の貿易相手国である米国が参加しなければ  

効果も小さく、各締約国が関税交渉に参加する誘因は少な  

い。〟   

第2の理由は、日本とGATT関係に入る意思はないが、  

日本のGATTへの参加は賛成してもよいという国に好都合  

だったことである。分離方式採用が確定的となることで、  

インドネシア、フランス、キューバ等、確度が不明確だっ  

た国も「決定」は賛成する。例えばフランスは、一般関税  

交渉が不可能な状況下で日本にMFNを与えることは困難  

であり、通商関係については二国間交渉による解決を望む、  

ただし自己の利益を擁護するため日本のGATT加入叡妨げ  

るべきではなく仮加入決議（「決定」）には賛成する、と  

相性藤総領事（ジュネープ）「ガット仮加入に関する件J1953年  

10月24日（『日本・カナダ通商協定関係一件』第13回公開、  
B，（髄1ヰー∝）53）。  

”st珊β，呼れp．2ヱ．杉本、前掲論文、2別個3乳性藤総領事「日加  
通商交渉と日本のガット仮加入の件j1953年9月17日  

町001ヱ心0117）、「ガット加入に関連する日加通商交渉に関する軌  
1953年9月ヱ2日（E，0012－川2糾）。  

那佐藤総額事「ガット加入問題に関する件j1953年9月30日  

（E，00lユーlイ氾27）。細別lDe】甲ktoEⅦりP甜－－0瓜∝ぱ鵬eU血d  

抽血血馳頭町腑池細浦鹿血A瓜血，地19，1953，Ⅲ沢・  

Ⅵ九19，1953，f甲．6朋〃9．  

封赤根谷、前掲論文、抑3頁。Aa爪頂Fd南陽」椚〝ね打αぱ血両町郡g  

椚加配尭，恥U最Ⅵ耶iwor醐IC訂01血I加治S，2（X礼拝131・S匹ial  

R甲It坤桓鮎叫咤i血Sぬ嘲y鮎喰叫鱒1い953，  

翻鴫埴ぬ坤相場朝殖摘腑＝軌凡，1952－19乳Ⅶ1・Ⅰ”  
揮〉．1505・（略・  

量5樺鴫「日本のガット仮加入に関する『決定』及び『富副Ⅰにつ  

いてj・『税関調査月報』第7巻第l号、1954年、15頁。  

畑「決定」は「締約国団会醇への日本の参加に関するの楓（「決  

苫軌）とも言われる。詳細は樺嶋、前掲論文、赤根谷、前掲書、お  

よび赤板谷達雄「講和直後の由酔顔境と日本のガット仮加入J『国  

際政治』第97号、l舛1年。  
170Årr事務局長、日本側代表の戦略に関しては赤根谷、前掲論丸  
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関する日本支持を一時的にもくつがえす要因となった滋。  

しかし日本は各国と交渉、譲歩することで支持をとりつけ、  

仮加入申請（「決定」）は賛成27、棄権6（表1の④の諸  

国）をもって可決される。   

表1  馴TT各締約国の対矧関税待遇  

3、米国がそれに応じない場合、カナダ代表団は、条件つき  

のMmの可能性について検討する、というものであり、  

その否定的姿勢は汀0・GATr審議の際の米加協調と対照  

的であった。   

（速度省相木千鳥の現状j19糾年巌、21ト17貫より伸成）  

外務大臣ピアソンげ警叫L・BっS∝謂無町OrS触血  

Ex触1A飽鵬）は、対日MFNに関する見解を表明してい  

たが、整理すると次のようになる25。ここにカナダの当時  

の対日観や貿易自由化への姿勢が象徴されている。   

GÅTT加入を通じて日本にMmを供与する積極的理由  

は主に6つあった。第1に、冷戦との関係であり、日本の  

貿易収支は赤字基調で米国の援助に依存しているが持続性  

に欠き、このまま輸出が進屈しなければ共産圏との通商に  

魅力を感じてしまう。戦後の各国の経済再建を支援するこ  

とは、カナダの政策のひとつである。第2に、カナダの全  

体的な貿易政策との関係である。カナダは貿易自由化方針  

の下、MrNを他国に拡張し、他国にもMⅢの拡張を求め  

ていた。対日MFN供与に否定的見解を表明することは、  

米国と協力して実施してきた貿易自由化からの後退を示す  

ことになる。第3に、日本の貿易慣行との関係で、当初懸  

念されていた日本の複数レートも49年4月に統〟され、ま  

た、戦前の不公正な貿易慣行も除去されている。第4に、  

輸出市場確保との関係である。カナダにとって日本は、戦  

前は第3位の貿易相事国であり、またアジアで在外公館を  

おいていた唯一の国であった。戦後も52年には第4位の輸  

出市場であり（1位米国、2位英国、3位ベルギー）、カナ  

ダの主要輸出品目の中でも、大麦、小変こ木材パルプが日  

本を重要な市場としていた㌔カナダが対日Mmを供与し  

ない一方、他国が二国間協定でMFNを供与すれば日本市  

場へのアクセスが相対的に不利となる。第5に、米国の関  

税率削減との関係で、日米間の関税交渉によって米国が新  

規に関税率を引下げることが見込まれ、カナダにも均霹し  

日本にとってGATT仮加入は、l、GATTにおける発言  

権が取得でき、それが国際社会への復帰の一環として考え  

られ、2、M脚に関しては表1の①の国（以前から日本に  

射しM下Nを供与していた国）からは将来的なM『Nの確保、  

表1の②の国からは、仮加入を契機にMmを新たに取得  

できた点で重要であった。日本との間で二国間交渉が継続  

しているカナダは、「決定」には賛成し日本の仮加入を認  

めたものの「宣言」を受諾せず、両国がGATr関係に入る  

のは日加通商協定の締結後とされた。  

II．カナダの対日政策の変遷  

（1）カナダの対日方針   

戦後のカナダの外交政策は、戦前の「孤立主義」との対  

比で「国際主義」と呼称され、とりわけ国際機開設立、集  

団安全保障体制の確立や国際経済分野での貢献が注月され  

ている刀。対日政策もその枠組の中で捉えられ、早期講和  

の擾案をはじめGATT加入や国連加入など、西欧諸国の中  

では相対的に好意的な姿勢が注目されるが、GÅTr加入や  

MFN供与に関しては、一貫して無条件で支持していたわけ  

ではなかった。   

例えば、49年の第2回関税交渉であるアネシー仏血榔〉り  

会議前の開港決紆で当時の状況では、1、日本と無条件の  

MFN関係に入ることはできないと考え、2、カナダ代表団  

さま米国の控尭（対日裾野N供与案）の撤回、延期を求める、  

訟佐藤総額事「ガット仮加入に関し支持方申入れの倒1953年9  

月訪日位，001ユー1帝王糾）、「ガット仮加入の件」け53年10月19日  

臨，0012－2⊥0ヱ％）。  

訂国蘭主義の要素としてカナダ独自の機能主義が挙げられるが、  

詳細は櫻田大連『カナダ外交政策禍の研究』彩維社、Ⅰ9卵年。  
封M触血m如m馳頭叩ばS触触E血A払如oCat血塊  
埴8，1949，βC丘札Ⅶl．15，1949，pp・慕76－77・  

かM如珊l血血鮎m敷地け¢rSla短蝕Exl飢ⅦlA瓜由一oC虚血鴎  
， 

11，，1953，  

pp．15写7－93．  
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得る。そして第6に、GATT加入によって日本をGATrの  

規定に従わせ、また、日本の貿易慣行に関する直接的な協  

議の場が設定できる、というものであった。   

しかしながら、同時に対日N『N供与には主に4つの否  

定的理由がある。第1に、日本のダンピング体質と商標や  

原産地証明の盗用など不公正な貿身断子への懸念が払拭で  

きない点、第2に、MFN供与による日本製晶の氾濫懸念や、  

カナダ国内産業が日本の低賃金労働力との費争にさらされ  

ることへの不安である。戦前から日本の輸出における繊維  

製晶の比率が高く、中部カナダ（オンダリオおよぴケベッ  

ク州）の製品が競合していた27。戦後もすでに英米の製晶  

との競争に直面しており、そこに日本製品の輸入が急増す  

れば、カナダの繊維産業は窮地に追い込まれかねなかった。  

第3に、カナダは米国よりも最恵国税率が低いため相対的  

なコストカ亨大きく、第4に、英国との関係で、大量輸入の  

予想される日本製晶の品目を考えると、カナダに影響を与  

えるだけでなく、カナダに輸出市場を持つ英国にも影響を  

与える。当時カナダは英国製晶の輸入を奨励していたので  

ある。   

この両面を踏まえカナダは、アネシーでは時期尚早とし  

て日本に対し否定的姿勢を示すが、講和条約締結後は対日  

MFN供与によるコストを可能な限り抑え、自国の利益とな  

るよう日加交渉の席につく。  

（2）日加通商交渉の開始   

戦前の日加通商関係は、1911年4月署名され、13年5  

月カナダも加入した日英通商航海条約により律せられてい  

た。52年4月、日本は講和条約第7粂及び第12粂（前出）  

に基づいて、カナダに対し戦前の日英通商航海条約の効力  

およびMアN、無差別待遇に関する意向を照会した刀。貿易  

開成正常化の方針の下、日米交渉に続いて日加交渉を選択  

したのである。   

日本が米国との二国間通商交渉の次にカナダを交渉相  

手国として選んだ理由は、第1に、米国に次ぐ貿易相事国（日  

本にとって第3位の輸入相手国）であり、第2に、カナダは  

複関税国で、英連邦特恵税率、最恵国税率（GATr税率を  

含む）、一般税率の三木建の関税制度であり、日本の製品  

は最高税率である一般税率下にあり、輸出が進展せず日本  

側の大幅赤字で、Mm取得によって対加輸出増が期待でき  

たこと。第3に、両国の貿易関係は相互補完的であり、両国  

の輸出品目は競合しないこと。勅に、ドル圏にあるカナダ  

には通貨の交換性があり、為替管理のための輸入制限を行  

っていない。そのため、MアN取得は輸出増に直結する。第  

5に、英連邦内の重要なメンバーであるカナダからのMm  

取得は、他国に対して好影響を期待し得るという二国間の  

通商関係構築以上の意味もあった。   

それに対してカナダは、戦前の通商航海条約復活の意向  

がないと通報、新規に日加間の通商協定交渉を開始する用  

意があると発明する。包括的な協定ではなく、貿易耐こ限  

定することがカナダ側の方針であったか。そして日本政村  

は52年11月、原案を提示する。日本側は、日本のGATT  

加入が検討される53年2月の会期間委員会開催前に日加二  

国間交渉を開始することで、GATT加入に関する情勢がよ  

り有利となることをも期待していた㌔   

52年11月、カナダは日本案を受け日加通商交渉の基本  

方針を確定する3t。その際、自国産業保襟のためのセーフ  

ガードの確保と日本の為替管理の緩和が条件とされ、この  

両者はカナダの一貫して望む条件となる。カナダの通商相  

が「Mmには制限を課すことが必要で、とりわけ繊維産業  

を保護すべき」と表明していたように、日本製品の急増に  

対処できるセーフガードが重視された32。   

もうひとつの条件である為替管矧こ関してカナダは、日  

本にのみ要求していたわけではない。ポンドの交換性も回  

復していなかった当時、カナダは通貨の交換性を有する数  

少ない国のlつであり、為替管理を実施していなかった。  

しかしドル圏であっため他の英連邦諸国からも為替面での  

差別待遇を受けており、各国の為替管理が「必要以上に濫  

用されている」と不満であった33。そこでカナダ政府は、  

日本や英連邦諸国はじめ各国に為替管理に基づく輸入数景  

制限の無差別待遇を要求する。カナダの対日輸出品目に課  

せられる関税率はすでに低く、為替管理面の譲歩を要求し  

てきたのである。   

しかし、外貨不足を抱える日本にとって全品目の為替管  

理の緩和は不可能であり、カナダは妥協案として九品目の  

食棲及び原材料（小麦、大変、木材パルプ、亜麻仁、銅地  

金、鉛地金、亜鉛地金、合成樹脂、粉乳、カナダの対日輸  

出のうち写5％）については従来の通貨別割当制を撤廃する  

㌘M血灯弧血m触Ca軸md．，1953，ヱX：き訳，Ⅵ九19，1953，  
押．1587胡，F持戒1即喝血叫乃gノわ伽短げC加血h桓7即g  

及Ⅵ〃α研由勉励J掛J卿，U血吋Or跡地shCol血触，  

1983．  
Ⅱcl叫垂d，A瓜血h血騨Ib馳叫Or馳ぬ知E血1Å温血，  
叫7，1952，ヱX認孔血略p．15朗．5王年に肪加した日本の貿易使節  

団は0瓜丁加入への希望を述べ、日本側は、近い将束日加二国間  

で関税交渉をし、その後日本のGノⅦT加入のための関税交渉に合  

わせられないか関心を示したが、当時、カナダ側はその準傭ができ  
ていなかった。P可ⅦentDeleptetoE叩10伍ceortheU血由  

Na血mb馳椚由町OrS也短知Ex鹿m姐1〟払血，地14，1952，  

脳沢，Ⅶl．18，1952，押・朗9－51．  

かuI血一触血yoFS触蝕E鹿nⅥlA瓜如b触町h血匹n，J山y  
ヱ8，1952，α：硯Ⅶ1，柑，1952，脾1鮪8胡・  
刀紬町yOrS如∋飴色血mdA瓜如b沌由C血ssi鱒打払U撼td  
賢慧慧慧畠工㌘農慧壱言・  

慌。。血。。耶l血＄，血2紺5之Ⅲ孔血即952，  
脚15瞞・  

刀外務省経済局「日加通商協定交渉経過線j1955年6月、以下「経  

過録」と略記（B，00別一25・0067）。  
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という、品目別無差別待遇を提案した封。カナダのみが優  

遇されるわけではないが、カナダの対日輸出を抑制してい  

た為替管理が緩和されれば、対日輸出増につながる。ただ  

し日本側には第三国との間の協定に外貨割当に関するもの  

があり、無差別待遇の供与はそれらと矛盾する。そこで日  

本は例外措置を求め、カナダは、それを認める代わりに対  

日輸出増につながる実質的譲歩を求めていたユ5。   

この日加交渉が、53年には日本のGm仮加入交渉と密  

接に連動する。カナダは、各国の為替制限又は輸入数量制  

限の撤廃を伴う貿易自由化を推進しており、日加通商交渉  

においても、l、日本側より為替制限の緩和に閲し、明確且  

つ実質的保証がない限り二国間通商協定妥結の意思がない、  

2、日本のGATT加入に際しても同様の態度を示す、つま  

り、日加通商協定が締結、あるいはその日途が立たない限  

り、日本のGATr加入を支持することが困難であると表明  

し、二国間協定とGATTとの整合をはかっていた邦。   

為替管理の綾和を求めるカナダ側の見解は、カナダと同  

様、為替管理の自由化を各国に要請していた米国も支持す  

る3丁。貿易自由化方針で共通していたのと同時に、日本の  

GATr仮加入決議自体が英米間の威信をかけた政治問題と  

なっていたことも、米国のカナダ案の支持につながる。た  

だし外貨不足を抱え、厳格な外貨管理政策を採用していた  

日本側にしてみれば、カナダ案採用は、GATTや  

IMF（山鹿m址如硯IM鹿町F仰ゆの規定以上の義務であり、  

国内の貿易・為替管理制度の一部に変更が必要となる。ま  

た、その後日本が第三国と締結する同種協定の範例ともな  

る点も、簡単に譲歩できない要因であった。   

日本のG描仮加入決裁直前の10月20日、カナダ側代  

表団は、本国からの訓令では棄権せざるを得ないと表明す  

る（決敢は刀日）3g。日本は、交渉を打切りカナダの支持  

を諦めるか、GATr加入の大局的見地より譲歩するかの溝  

択に直面したのである。そこで日本はカナダの支持を重視  

し、セ⊥フガード並びに為替管理面でカナダに譲歩し、カ  

ナダは日本のGATr仮加入支持に至る3㌔ただし、カナダ  

の対日Mm供与（「宣言」受諾）は日加通商協定発効後  

の翌54年6月のことである。  

（3）GATT仮加入後の日加交渉と日加通商協定の締結   

GATTへの仮加入も果たし日加通商協定も確定しつつ  

あった54年＝ヨ、日加関係は米国の対外援助に揺らいだ。  

米国の対日援助のひとつであるMSA援財0が、カナダの対  

日輸出と競合すると懸念が表明されたのである。   

米国では農産物の過剰在庫が顕在化し、その対外的な処  

理策は、世界的な通商問題に発展していた。53年に改正さ  

れたMSAは550条が付加され、1、対外援助に余乗膿産物  

の使用義務、2、援助は通常輸出の追加分であり、通常輸出  

景を削減しない原則（追加原則）、3、相手国（現地）通貨  

による低利長期の借款、4、一部の贈与、という新方式が採  

用される。この4点は国内の外貨・資金が不足する援助受  

入国には魅力的であった。その反面、撰助物資と自国の輸  

用品目の韓合する他の農産物輸出国にとっては脅威であっ  

た。とくに小変輸出国であるカナダと蒙は、米国の政策を  

批判すると同時に、FA押通血A如創11耶α騨Ii血lぱ  

鵬UhitedNadons）やGATTなどの多国間協議の場だけでな  

く、二国間協議の場でも主要な検討事項として自国の輸出  

市場が蚕食されるのを抑止しようとした41。日加通商交渉  

もその例外ではない。   

カナダは、「MSA550条のもとで行われる取引は、日加  

通商協定の中心でもあった小麦と大麦に関する無条件の無  

差別待遇原則に矛盾し、成功裡にまとまりつつある協定の  

基本の基本を損なう」と表明し42、日本に対して、l、MSA550  

粂に基づく米国産農産物の受入は、日加通商協定に反する、  

2、しかし、日本が米国の援助を受入れるのを妨著したくは  

ない、として米国の援助物資と兢合するカナダ産小麦・大  

麦の輸入数量保証を求めていた。   

同時に日本市場をめぐってはワシントンで米加交渉が行  

われる。米国国務省は、日本の再軍備のための軍事援助協  

定を日本と締結したい、日本国内は軍事支出反対の声が強  

く、MSA550粂の下での軍事援助が米国にとっても日本を  

支援する方策のひとつである、と発言したのに対し、カナ  

ダは、米国の対日援助を批判するつもりもなく、米国と同  

様、日本経済の強化を支援する、対日Mm供与もその一  

環である、しかし同時に、日本における輸出市場喪失を懸  

脚MSÅ（M血血S∝慮り血わとは、米国の既存の対外援助（巌済・  

軍事・技術陵助）を統合し概を図るために制定され、その骨子は、  

1、自由世界の防衛力強化、2、友好諸国の安全と独立、資源開発、  

3、集団的安全保障体制の促進であり、軍事的側面が注目される。  
王座SlatiⅦ鮎鈷陀Il由鮎涙00Lib叩OrC叩夢闇さ，∽＝加噛山鳩  

0州別d蝕欝5，柑59，p．47．  

4Io瓜’rでの余剰農産物の扱いについてはJ鵡伽払¶m叫E．，  

S血伽訂dT鼠W撼曙帥′血相如血G4rrM珊批m  
恥Li血塊1部将（塩飽二郎訳甘ガット農業交渉史』農文協、1卵＄  
年）。l斌0では53年に過剰農産物問題が取り上げられ、弱年に「余  

剰処理原則Jが設定された（m騨血d皿肋駄冊ni¢C画  

血釧加Ⅶ1卸間山勧め呵劇画1妬3，Ⅳ45－50）。  

戯M混血・Or伽血涙Cm醐bAmね瑚血ば血騨ちJ叩l叩7，  
1954，以：1訳，Ⅶl．20，195ヰ，p．183之ノ  

封同＿L  

∬小麦についてはアルゼンチン（亜）、トルコ、大麦に関しては亜、  

豪、粉乳に関してはスウェーデン、西独、木材パルプについて時ス  

ウェーデン、フィンランドがその例外であった。  

瀬M血血m鮎mA血Ig細野O一別ぬ敵地血IA飽血b  
Cat血吼坤mk16，195ヱ，Ⅲ訳，Ⅶ1・ほ，】952，卿糾0司3，  
M醐如ぬ吋廟U血一艶血軸Ⅳ呼t鮎S地蝕ヱxt耶al地雨，  

匝17，1953，Ⅲ汎Ⅵ嵐19，1953，押15賂朗・  

刀佐藤総領事「ガット仮加入に関し支持方申入れの件Jlウ53年9  

月26日肝仰Ⅰ2一川2糾）。E血d如mC虚血dC珊¢1戚0脂，坤  
ユタ，1953，ヱX認孔Ⅶl．19，1953，Ⅰ甲・1柵」昭・  

繋佐藤組額事「ガット仮加入に関しカナダ例説特に関する件j1953  

年10月刀）日（E，0012－3・咲）娼）。  

汐外務省経済局「経過錬J。  
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念し、有利な地位というよりも正当な機会を望む、と主張 れるため、輸出増につながる（衰2）。  

する帝。カナダ敢会においても麦類の生産  

地選出の栽員を  

中心にMSAは批判され、MSAによる／ト愛  

の大量取引について初期の試みでもある日  

米MSA協定が注目されていたのである。   

米E引ことってカナダは貿易相手国として  

表2  日加賀易の推移  （千ドル）  

19引  柑52  相関  柑糾   1955   

カナダからの輸入  引．亜1 1用．榊 127朋5 1払糾7 1鴨β柏   

カナダへの輸出   1仰8  1即00  21血   鴫153   

通産省『日本貿易の展剛l聖油年、43掴l貫より作成  

それに対しカナダの利益は主に3点挙げられる。第靂に、  

為替管理に関するものであり、為替管理をしていないカナ  

ダ軋各国の為替管理によって輸出が抑制されていたが、  

日加通商協定によって無差別原則が得られる。第2に、セ  

ーフガードに関するものであり、発動せずともその安全装  

置としての存在は国内の理解を得るために重要であった。  

第3に日本側の輸入数量保証に関するものであり、米国の  

援助物資と自国の輸出品日との鹿合によるカナダの輸出減  

が一時的にも緩和され得る。これは日本が米国の対日MSA  

援助と同時に、日加賂定早期妥結を望んでいたためとも言  

える。外貨不足に悩む日本にとって、通貨の交換性を有し  

為替管理をしていないカナダはドルの獲得源としても重要  

な存在であったのである。  

おわりに   

日本はGÅTTに仮加入することによって、実質的に国際  

貿易に関する発言権が得られ、日本との血TT関係を認め  

る固からはM印の確保及び新規取得がもたらされた（表  

l）。本稿の目的は、この日本のGATr仮加入におけるカ  

ナダの動向及び日加間交渉の過掛こ焦点を当てることであ  

った。米国とともに貿易自由化に取組み、かつ英連邦諸国  

の有力な国の1つであったカナダは、日本のGATr仮加入  

決議の願、その動向が重視されていたのである。   

日本製品の国内絶入を懸念したカナダは、他国と同様、  

対日M珊供与や日本のGATT加入に当初は否定的であっ  

た。しかし、日本側の鼓動こよってセーフガ…ドによる国  

内産業の保護や、対日輸出増につながる為替管理の無差別  

待遇が保証されることで、日本のGA17仮加入を支持し、  

対日MFNを供与するに至る。それは日加二国間関係の観  

点からと同時に、】、冷戦下で自由諸国の一員である日本の  

経済力強化、2、米加が協調して取組んでいた国際貿易体制  

の強化、貿易自由化の進展、それに伴う輸出振興、3、日本  

のGATT加入を挺子にした関税交渉を通じる米国へのアク  

セス拡大など、揺れ動く多国間関係も視野に入れた上での  

行動であった。  

も重要であるため協調姿勢を示し、  

†WA伽ぬⅧ触感W触感A卵珊n土）臨定価格以下で取引し  

ないと表明すると同時に、MSA550条が日加通商協定の無  

差別待遇に抵触しない点、緊急的措置である点を強調しカ  

ナダの理解を求める糾。対日MSA援助は米加間の輸出市場  

をめぐる対立の初期の事例であり、両国間はその後もスペ  

イン、ブラジル等への余乗場産物援助で摩擦が生じる。   

米加摩擦の間にゆれる日本側の見解も、米国と同様  

MSA550条に基づく取引は商業的取引ではなく、予定され  

ている日加通商協定に抵触しないというものであったが、  

カナダ側に譲歩し小麦・大麦輸入の数量保証を行い、封年  

3月、日米MSA協定と日加通商協定の両者が締結される。  

そして小麦について米国は対日輸出量を伸ばし（前年比2  

割増、115万トン）、カナダは一定量の輸入保証を得て（前  

年比1割減、御方トン）、53－55年に、日本はカナダにと  

って第2位の／巨麦輸出市場となるヰ5。   

封年3月に署名された日加通商協定は、第1に、両国  

が相互にMFN、無差別待遇を供与し、第2に、前出の9  

品目（対日輸出の＄5％）の輸入に無条件無差別待遇（国際  

収支上の理由による制限措置も経められない）、第3に、  

カナダは国内産業のため必要なセーフガードをなし得る。  

カナダのセーフガードは課税に限定され、当該措置執行の  

場合は第三国製品の価格が考慮されるという点でG〟rrの  

範囲内であり、GATT第19条よりも日本に有利であった亜。  

なお日本はGATTの規定に基づき対抗措置がとれる。第4  

に、小麦、大麦に関する日本側の輸入数量保証が特徴とし  

て挙げられる。   

第1から第3点まではGATr仮加入前にカナダの支持獲  

得のため基本的に妥結されていたのに対し、第4点はMSA  

との関連で追加された。日本の利益は主にMFNに関する  

ものであり、それまで日本の対加輸出品日は高関税で対加  

輸出が抑制されていたが、MFN取得によってそれが除去さ  

重A血規血hl血亜馳tesb馳叫0叩触触馳ml蝕，  
血Il皿y23，nコ汎Ⅶ1・20，1954，押．湖2イ3．  

劇井口大使（オタワ）恥偲舶用粂による買付に関する件J1954年  

1月30日 伯，00酎－7・00沖）。  

郎R喝町Ⅴ血dq叫刀躍動加管すG卯αぉき軸粉〝丹比お，R巧職I  

Cmi関血ⅧC8m血’＄駄慣甜血¢pm野郎b，1957，p．136．食瞳庁『食  

燥管理統計年報』。  
僧内田宏、堀太郎『ガット一分析と展望』日本関税協会、1959年、  
5糾竜5貫、荒川「通商に関する日本国とカナダとの間の脇定につ  

いてJF税関調査月報』弟7巻贋牒号、1954年。  
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